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農
業
委
員
会

総
会
開
催
予
定

総会は、農業委員会が処理すべき事項を審議あるいは協議し決定する場で、通常月１回開催されます。

※ 日程は都合により変更となる場合があります。最新情報は農業委員会事務局（☎６５－２５１９）まで
お問い合わせください。

総会名 開　催　日 開催場所 許可申請等締切日 現況調査
第３４回 令和８年３月２５日（水） 役場２０１会議室 ３月１１日（水） ３月１８日（水）
第３５回 令和８年４月２４日（金） 役場２０１会議室 ４月１０日（金） ４月１７日（金）
第３６回 令和８年５月２５日（月） 役場２０１会議室 ５月１１日（月） ５月１８日（月）
第３７回 令和８年６月２４日（水） 役場２０１会議室 ６月１０日（水） ６月１７日（水）
第 １ 回 令和８年７月２１日（火） 役場１０１会議室 ― ―
第 ２ 回 令和８年７月２１日（火） 役場１０１会議室 ７月　７日（火） ７月１４日（火）
第 ３ 回 令和８年８月２６日（水） 農業委員会会議室 ８月１２日（水） ８月１９日（水）
第 ４ 回 令和８年９月２５日（金） 農業委員会会議室 ９月１１日（金） ９月１８日（金）

　
　
　 農
業
委
員
会
総
会
で

決
ま
っ
た
こ
と

農
地
は
一
度
耕
作
を
中
止
す
る
と

数
年
の
う
ち
に
、
そ
の
原
形
が

分
か
ら
な
く
な
る
ほ
ど
荒
れ
て
し

ま
い
ま
す
。

所
有
農
地
を
耕
作
・
管
理
で
き
な
い

場
合
に
は
、
あ
っ
せ
ん
申
出
や
機
構
の

活
用
等
、
他
の
農
業
者
へ
の
売
買
や
賃

貸
借
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る
方
法
が
あ

り
ま
す
の
で
、
農
業
委
員
会
事
務
局
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

あっせん情報あっせん情報（令和８年１月時点）（令和８年１月時点）

★編集・発行：七飯町農業委員会事務局（役場内）
　〒０４１－１１９２　七飯町本町６丁目１番１号
　電話番号：６５－２５１９

★編集委員　杉村　久悦／澤田　雄一
　　　　　　岩崎　和彦／青山　誠
　　　　　　宮本　猛

第
28
回　

令
和
７
年
９
月
25
日
総
会
〜

第
32
回　

令
和
８
年
１
月
23
日
総
会
ま
で

内　　　容 件　数

売買 （第 ３ 条） ４件 
賃貸借 （第 ３ 条） ０件 
売買 （促進計画） ６件 
賃貸借 （促進計画） １１件 
使用貸借 （促進計画） ６件
合意解約 （第１８条） ４件
転用 （第 ４ 条） ０件
転用 （第 ５ 条） ０件 
現況証明 ３８件 

■
貸
し
た
い

・
鳴　

川（
畑
）１
件

・
緑　

町（
畑
）１
件

・
大
中
山（
畑
）２
件

・
中　

野（
田
）２
件（
畑
）２
件

・
中　

島（
畑
）１
件

・
鶴　

野（
田
）４
件

・
上
藤
城（
田
）１
件（
畑
）５
件

・
仁　

山（
田
）２
件

・
大
沼
町（
田
）１
件

■
売
り
た
い

・
桜　

町（
田
）３
件（
畑
）１
件

・
鳴　

川（
畑
）３
件

・
緑　

町（
田
）５
件（
畑
）６
件

・
飯
田
町（
田
）２
件

・
大
中
山（
畑
）21
件

・
大　

川（
畑
）７
件

・
中　

野（
田
）２
件

・
中　

島（
田
）４
件

・
豊　

田（
畑
）２
件

・
鶴　

野（
田
）４
件

・
上
藤
城（
畑
）５
件

・
藤　

城（
田
）５
件（
畑
）１
件

・
峠　

下（
畑
）２
件

・
仁　

山（
田
）９
件

・
大
沼
町（
田
）１
件（
畑
）２
件

■
借
り
た
い（
田
）２
件（
畑
）３
件

■
買
い
た
い（
田
）８
件（
畑
）２
件

第29号
令和８年
３月発行

暮らしと経営に活きる情報

（お知らせ）
全国農業新聞の購読について

　

　
全国農業新聞は、農業者の公的代表機関
である農業委員会系統組織が発行する
「週刊」農業総合専門誌です。

毎週金曜日にお届けします

◆毎週金曜　発行
◆購読料は月額900円（年間10,800円）
※購読料は令和８年４月から月額７００円から９００円に
　改定になりました。
※購読の申込み手続きなど、詳しくは農業委員会事務局
　（☎６５－２５１９）までお気軽にお問い合わせください。

お
知
ら
せ
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農業者年金

■詳しくは■ 農業委員会・ＪＡ新はこだて
　　　　　　 七飯営農センター  七飯支店までどうぞ　

6つのポイント
１．農業者なら広く加入できる
２．積立方式・確定拠出型で安定した年金財政
３．保険料の国庫補助あり
４．保険料は自分で選べ、いつでも見直しができる
５．社会保険料控除など税制面での優遇措置
６．終身年金（早く亡くなっても８０歳までの分は
保証付き）

活
動
報
告

昨
年
の
９
月
４
日
か
ら
５
日
に
か
け
、
農
業

委
員
及
び
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
合
わ
せ

て
14
名
が
視
察
研
修
を
実
施
し
ま
し
た
。
今
回

の
研
修
で
は
札
幌
市
・
北
広
島
市
・
千
歳
市
を

訪
れ
、
乳
製
品
の
製
造
工
場
を
見
学
し
た
ほ
か
、

ス
マ
ー
ト
農
業
に
関
す
る
研
修
や
、
農
薬
散
布

ド
ロ
ー
ン
の
体
験
も
行
い
ま
し
た
。

農
地
の
賃
借
料
情
報

●七飯地区　本町、桜町、鳴川、緑町、飯田町、大中山、大川、中野、中島、
　　　　　　豊田、鶴野、上藤城、藤城、峠下、仁山�
●大沼地区　大沼町、上軍川、軍川、東大沼、西大沼
１　田（水稲）の部� （金額は10a当たり）
締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 件数

七　飯　方　面 10,800円 20,000円 6,617円 27
大　沼　方　面 8,400円 10,004円 4,993円 6

２　畑（普通畑）の部� （金額は10a当たり）
締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 件数

七　飯　方　面 9,200円 12,085円 6,617円 15
大　沼　方　面 5,900円 10,000円 4,583円 6

３　畑（果樹地・りんご）の部　実績なし
※平均金額は算出結果を四捨五入して100円単位で算出しています。

お
知
ら
せ

七
飯
町
内
で
令
和
７
年
１
月
か
ら
令
和
７

年
12
月
ま
で
に
締
結
さ
れ
た
賃
借
料
水
準
を

公
表
い
た
し
ま
す
。
農
業
委
員
会
で
は
「
農

地
賃
借
料
情
報
の
提
供
」
を
行
っ
て
い
ま

す
。（
農
地
法
第
52
条
：
情
報
の
提
供
等
）

農
地
の
賃
貸
借
契
約
を
し
よ
う
と
す
る
方

の
目
安
と
な
る
よ
う
、
実
際
に
締
結
さ
れ
た

賃
貸
借
契
約
の
賃
借
料
を
も
と
に
作
成
し
た

「
農
地
賃
借
料
情
報
」
を
参
考
に
貸
し
手
と

借
り
手
が
十
分
な
話
合
い
を
行
い
、
農
地
の

賃
借
料
を
決
定
し
て
く
だ
さ
い
。
地
域
区
分

は
表
の
と
お
り
で
す
。

農
作
業
の
本
格
的
な
収
穫
を
迎
え
た
９
月
に
、

例
年
実
施
し
て
い
る
作
況
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

町
内
各
地
の
農
作
物
の
生
育
状
況
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

農
業
委
員
会
視
察
研
修

道
内

令
和
７
年
９
月
４
日
～
５
日

作
況
調
査

町
内
一
円
で
実
施

令
和
７
年
９
月
12
日

農
地
の
賃
貸
借
・
使
用
貸
借
に
伴
う
土

地
改
良
区
賦
課
金
に
つ
い
て
、
基
本
的
に

は
借
主
（
耕
作
者
）
が
賦
課
金
を
負
担
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
今
後
農
地
の

賃
貸
借
・
使
用
貸
借
を
行
う
際
の
参
考
と

し
て
く
だ
さ
い
。

農
地
の
賃
貸
借
・
使
用
貸
借

契
約
に
伴
う
土
地
改
良
区

賦
課
金
に
つ
い
て

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
の
募
集
に
つ
い
て

　

令
和
８
年
７
月
の
任
期
満
了
に
伴
い
、

農
業
委
員
及
び
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
を
改
選
し
ま
す
。

　

応
募
期
間
や
受
付
期
間
に
つ
き
ま
し
て

は
広
報
な
な
え
４
月
号
に
掲
載
し
ま
す
。

ま
た
、
七
飯
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
お
知

ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

何
か
ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
七
飯
町
農
業
委
員
会
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

農
地
転
用
に
つ
い
て

農
地
を
農
地
以
外
の
用
途
で
使
用
す
る

こ
と
を
農
地
の
「
転
用
」
と
い
い
ま
す
。

転
用
す
る
場
合
は
農
業
委
員
会
の
許
可
を

受
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。「
転

用
」
の
予
定
が
あ
る
場
合
は
農
業
委
員
会

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※ 

市
街
化
区
域
内
の
農
地
の
場
合
は
届
出

と
な
り
ま
す
。

※ 

違
反
転
用
を
す
る
と
法
律
で
罰
せ
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

農
地
所
有
適
格
法
人

報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て

お
願
い

農
地
所
有
適
格
法
人
は
、
農
地
法
第
６
条
の

規
定
に
よ
り
、
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
３
ヶ
月

以
内
に
、
農
業
の
状
況
を
記
し
た
「
農
地
所
有

適
格
法
人
報
告
書
」
を
農
地
の
所
在
す
る
全
て

の
農
業
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

義
務
が
あ
り
ま
す
。（
複
数
の
市
町
村
の
農
地

を
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
全
て
の
市
町

村
へ
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。）

例
え
ば
決
算
期
が
12
月
末
ま
で
の
場
合
に
は
、

翌
年
の
３
月
末
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

農
地
法
で
は
原
則
と
し
て
、
農
地
所
有
適
格

法
人
以
外
の
法
人
に
は
、
農
地
の
所
有
を
認
め

て
お
ら
ず
、
報
告
書
が
未
提
出
の
場
合
は
、
農

地
所
有
適
格
法
人
と
し
て
の
資
格
確
認
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
結
果
、
事
業
状

況
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
農
地

台
帳
の
整
備
や
営
農
証
明
な
ど
の
発
行
事
務
に

支
障
を
き
た
し
ま
す
の
で
、
期
限
内
の
報
告
を

お
願
い
し
ま
す
。

農
地
の
売
買
・
賃
貸
借
の
場
合

に
は
農
業
委
員
会
へ
相
談
を

お
願
い

農
地
の
売
買
・
贈
与
・
賃
貸
借
な
ど
を
行
う

場
合
に
は
、
農
地
法
第
３
条
に
基
づ
く
農
業
委

員
会
の
許
可
が
必
要
で
す
。
こ
の
許
可
を
受
け

な
い
行
為
は
、
無
効
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
な
お
、
農
地
の
売
買
・
賃
貸
に
つ

い
て
は
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計

画
の
方
法
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
農
業
委
員

会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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農
業
委
員
会

総
会
開
催
予
定

総会は、農業委員会が処理すべき事項を審議あるいは協議し決定する場で、通常月１回開催されます。

※ 日程は都合により変更となる場合があります。最新情報は農業委員会事務局（☎６５－２５１９）まで
お問い合わせください。

総会名 開　催　日 開催場所 許可申請等締切日 現況調査
第３４回 令和８年３月２５日（水） 役場２０１会議室 ３月１１日（水） ３月１８日（水）
第３５回 令和８年４月２４日（金） 役場２０１会議室 ４月１０日（金） ４月１７日（金）
第３６回 令和８年５月２５日（月） 役場２０１会議室 ５月１１日（月） ５月１８日（月）
第３７回 令和８年６月２４日（水） 役場２０１会議室 ６月１０日（水） ６月１７日（水）
第 １ 回 令和８年７月２１日（火） 役場１０１会議室 ― ―
第 ２ 回 令和８年７月２１日（火） 役場１０１会議室 ７月　７日（火） ７月１４日（火）
第 ３ 回 令和８年８月２６日（水） 農業委員会会議室 ８月１２日（水） ８月１９日（水）
第 ４ 回 令和８年９月２５日（金） 農業委員会会議室 ９月１１日（金） ９月１８日（金）

　
　
　 農
業
委
員
会
総
会
で

決
ま
っ
た
こ
と

農
地
は
一
度
耕
作
を
中
止
す
る
と

数
年
の
う
ち
に
、
そ
の
原
形
が

分
か
ら
な
く
な
る
ほ
ど
荒
れ
て
し

ま
い
ま
す
。

所
有
農
地
を
耕
作
・
管
理
で
き
な
い

場
合
に
は
、
あ
っ
せ
ん
申
出
や
機
構
の

活
用
等
、
他
の
農
業
者
へ
の
売
買
や
賃

貸
借
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る
方
法
が
あ

り
ま
す
の
で
、
農
業
委
員
会
事
務
局
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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★編集委員　杉村　久悦／澤田　雄一
　　　　　　岩崎　和彦／青山　誠
　　　　　　宮本　猛

第
28
回　

令
和
７
年
９
月
25
日
総
会
〜

第
32
回　

令
和
８
年
１
月
23
日
総
会
ま
で

内　　　容 件　数

売買 （第 ３ 条） ４件 
賃貸借 （第 ３ 条） ０件 
売買 （促進計画） ６件 
賃貸借 （促進計画） １１件 
使用貸借 （促進計画） ６件
合意解約 （第１８条） ４件
転用 （第 ４ 条） ０件
転用 （第 ５ 条） ０件 
現況証明 ３８件 

■
貸
し
た
い

・
鳴　

川（
畑
）１
件

・
緑　

町（
畑
）１
件

・
大
中
山（
畑
）２
件

・
中　

野（
田
）２
件（
畑
）２
件

・
中　

島（
畑
）１
件

・
鶴　

野（
田
）４
件

・
上
藤
城（
田
）１
件（
畑
）５
件

・
仁　

山（
田
）２
件

・
大
沼
町（
田
）１
件

■
売
り
た
い

・
桜　

町（
田
）３
件（
畑
）１
件

・
鳴　

川（
畑
）３
件

・
緑　

町（
田
）５
件（
畑
）６
件

・
飯
田
町（
田
）２
件

・
大
中
山（
畑
）21
件

・
大　

川（
畑
）７
件

・
中　

野（
田
）２
件

・
中　

島（
田
）４
件

・
豊　

田（
畑
）２
件

・
鶴　

野（
田
）４
件

・
上
藤
城（
畑
）５
件

・
藤　

城（
田
）５
件（
畑
）１
件

・
峠　

下（
畑
）２
件

・
仁　

山（
田
）９
件

・
大
沼
町（
田
）１
件（
畑
）２
件

■
借
り
た
い（
田
）２
件（
畑
）３
件

■
買
い
た
い（
田
）８
件（
畑
）２
件
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暮らしと経営に活きる情報

（お知らせ）
全国農業新聞の購読について

　

　
全国農業新聞は、農業者の公的代表機関
である農業委員会系統組織が発行する
「週刊」農業総合専門誌です。

毎週金曜日にお届けします

◆毎週金曜　発行
◆購読料は月額900円（年間10,800円）
※購読料は令和８年４月から月額７００円から９００円に
　改定になりました。
※購読の申込み手続きなど、詳しくは農業委員会事務局
　（☎６５－２５１９）までお気軽にお問い合わせください。

お
知
ら
せ

七飯町　農業委員会だより　令和８（2026）年３月19

農業者年金

■詳しくは■ 農業委員会・ＪＡ新はこだて
　　　　　　 七飯営農センター  七飯支店までどうぞ　

6つのポイント
１．農業者なら広く加入できる
２．積立方式・確定拠出型で安定した年金財政
３．保険料の国庫補助あり
４．保険料は自分で選べ、いつでも見直しができる
５．社会保険料控除など税制面での優遇措置
６．終身年金（早く亡くなっても８０歳までの分は
保証付き）

活
動
報
告

昨
年
の
９
月
４
日
か
ら
５
日
に
か
け
、
農
業

委
員
及
び
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
合
わ
せ

て
14
名
が
視
察
研
修
を
実
施
し
ま
し
た
。
今
回

の
研
修
で
は
札
幌
市
・
北
広
島
市
・
千
歳
市
を

訪
れ
、
乳
製
品
の
製
造
工
場
を
見
学
し
た
ほ
か
、

ス
マ
ー
ト
農
業
に
関
す
る
研
修
や
、
農
薬
散
布

ド
ロ
ー
ン
の
体
験
も
行
い
ま
し
た
。

農
地
の
賃
借
料
情
報

●七飯地区　本町、桜町、鳴川、緑町、飯田町、大中山、大川、中野、中島、
　　　　　　豊田、鶴野、上藤城、藤城、峠下、仁山�
●大沼地区　大沼町、上軍川、軍川、東大沼、西大沼
１　田（水稲）の部� （金額は10a当たり）
締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 件数

七　飯　方　面 10,800円 20,000円 6,617円 27
大　沼　方　面 8,400円 10,004円 4,993円 6

２　畑（普通畑）の部� （金額は10a当たり）
締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 件数

七　飯　方　面 9,200円 12,085円 6,617円 15
大　沼　方　面 5,900円 10,000円 4,583円 6

３　畑（果樹地・りんご）の部　実績なし
※平均金額は算出結果を四捨五入して100円単位で算出しています。

お
知
ら
せ

七
飯
町
内
で
令
和
７
年
１
月
か
ら
令
和
７

年
12
月
ま
で
に
締
結
さ
れ
た
賃
借
料
水
準
を

公
表
い
た
し
ま
す
。
農
業
委
員
会
で
は
「
農

地
賃
借
料
情
報
の
提
供
」
を
行
っ
て
い
ま

す
。（
農
地
法
第
52
条
：
情
報
の
提
供
等
）

農
地
の
賃
貸
借
契
約
を
し
よ
う
と
す
る
方

の
目
安
と
な
る
よ
う
、
実
際
に
締
結
さ
れ
た

賃
貸
借
契
約
の
賃
借
料
を
も
と
に
作
成
し
た

「
農
地
賃
借
料
情
報
」
を
参
考
に
貸
し
手
と

借
り
手
が
十
分
な
話
合
い
を
行
い
、
農
地
の

賃
借
料
を
決
定
し
て
く
だ
さ
い
。
地
域
区
分

は
表
の
と
お
り
で
す
。

農
作
業
の
本
格
的
な
収
穫
を
迎
え
た
９
月
に
、

例
年
実
施
し
て
い
る
作
況
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

町
内
各
地
の
農
作
物
の
生
育
状
況
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

農
業
委
員
会
視
察
研
修

道
内

令
和
７
年
９
月
４
日
～
５
日

作
況
調
査

町
内
一
円
で
実
施

令
和
７
年
９
月
12
日

農
地
の
賃
貸
借
・
使
用
貸
借
に
伴
う
土

地
改
良
区
賦
課
金
に
つ
い
て
、
基
本
的
に

は
借
主
（
耕
作
者
）
が
賦
課
金
を
負
担
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
今
後
農
地
の

賃
貸
借
・
使
用
貸
借
を
行
う
際
の
参
考
と

し
て
く
だ
さ
い
。

農
地
の
賃
貸
借
・
使
用
貸
借

契
約
に
伴
う
土
地
改
良
区

賦
課
金
に
つ
い
て

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
の
募
集
に
つ
い
て

　

令
和
８
年
７
月
の
任
期
満
了
に
伴
い
、

農
業
委
員
及
び
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
を
改
選
し
ま
す
。

　

応
募
期
間
や
受
付
期
間
に
つ
き
ま
し
て

は
広
報
な
な
え
４
月
号
に
掲
載
し
ま
す
。

ま
た
、
七
飯
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
お
知

ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

何
か
ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
七
飯
町
農
業
委
員
会
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

農
地
転
用
に
つ
い
て

農
地
を
農
地
以
外
の
用
途
で
使
用
す
る

こ
と
を
農
地
の
「
転
用
」
と
い
い
ま
す
。

転
用
す
る
場
合
は
農
業
委
員
会
の
許
可
を

受
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。「
転

用
」
の
予
定
が
あ
る
場
合
は
農
業
委
員
会

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※ 

市
街
化
区
域
内
の
農
地
の
場
合
は
届
出

と
な
り
ま
す
。

※ 

違
反
転
用
を
す
る
と
法
律
で
罰
せ
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

農
地
所
有
適
格
法
人

報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て

お
願
い

農
地
所
有
適
格
法
人
は
、
農
地
法
第
６
条
の

規
定
に
よ
り
、
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
３
ヶ
月

以
内
に
、
農
業
の
状
況
を
記
し
た
「
農
地
所
有

適
格
法
人
報
告
書
」
を
農
地
の
所
在
す
る
全
て

の
農
業
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

義
務
が
あ
り
ま
す
。（
複
数
の
市
町
村
の
農
地

を
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
全
て
の
市
町

村
へ
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。）

例
え
ば
決
算
期
が
12
月
末
ま
で
の
場
合
に
は
、

翌
年
の
３
月
末
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

農
地
法
で
は
原
則
と
し
て
、
農
地
所
有
適
格

法
人
以
外
の
法
人
に
は
、
農
地
の
所
有
を
認
め

て
お
ら
ず
、
報
告
書
が
未
提
出
の
場
合
は
、
農

地
所
有
適
格
法
人
と
し
て
の
資
格
確
認
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
結
果
、
事
業
状

況
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
農
地

台
帳
の
整
備
や
営
農
証
明
な
ど
の
発
行
事
務
に

支
障
を
き
た
し
ま
す
の
で
、
期
限
内
の
報
告
を

お
願
い
し
ま
す
。

農
地
の
売
買
・
賃
貸
借
の
場
合

に
は
農
業
委
員
会
へ
相
談
を

お
願
い

農
地
の
売
買
・
贈
与
・
賃
貸
借
な
ど
を
行
う

場
合
に
は
、
農
地
法
第
３
条
に
基
づ
く
農
業
委

員
会
の
許
可
が
必
要
で
す
。
こ
の
許
可
を
受
け

な
い
行
為
は
、
無
効
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
な
お
、
農
地
の
売
買
・
賃
貸
に
つ

い
て
は
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計

画
の
方
法
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
農
業
委
員

会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。




